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タウンミーティング議事録  

 

１  日時  

令和５年１２月２３日（土）  

午後１３時３０分から午後１５時まで  

 

２  場所  

  おおぐろの森中学校  多目的ホール  

 

３  出席者  

（１）特別職等  

井崎市長、石原副市長、田中教育長  

（２）部局長等  

須郷総合政策部長、伊藤市民生活部長、伊原健康福祉部長、  

竹中子ども家庭部長、伊原環境部長、梶まちづくり推進部長、  

池田土木部長、南学校教育部長  

（３）事務局（秘書広報課）  

若林次長、軍司課長補佐、鷲尾係長、星野主任主事、  

中村主事、金子会計年度任用職員  

 

４  来場者数  

  ２７名  

 

５  質疑回答  

  裏面のとおり  
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Ｑ  市民  

自治会ハンドブックの中に「自治会員情報の取扱いについて」項目

があるのですが、そこに、自治会員名簿等の作成を行う場合には、個

人情報保護法の対象となりますので、自治会は会員の個人情報を適切

に扱う義務があります。と書いてあります。  

 当自治会ですと、会員名簿を作っております。緊急連絡先、息子さ

んの住所とか電話番号とか会長保管で施錠されております。  

地域支え合い活動推進事業ってのをやっています。これは要支援者

の人数によって、自治会へ報償が支給されています。これには、その

人の住所、電話番号、それと登録制ですから、それとＥメールアドレ

スが書いてあります。これを健康福祉政策室の方で、各自治会に毎年、

配布しています。これ個人情報なんですよね。  

個人情報の取り扱いに対して、どこにも記載されていないのですよ

ね。  

今の小学校中学校高校で卒業アルバムを見ますと、変わった部分あ

りますね。住所入ってないんですよ。卒業アルバムは、１冊１０万円

で売れるんですよ。  

毎年リストがＡ３版で送られてきます。それと、管理の問題です。

管理について、何も書いていないです。毎年配布されますが、シュレ

ッダーかければいいですが、そのまま捨てれば、売れるんですよね。

そういう欠落しているところを、できれば改善していただきたいなと

思って、今日、申し上げました。  

 

Ａ  健康福祉部長  

ご指摘いただいた通りです。自治会ハンドブックにその取り扱いの

記載が欠如しているのは確かでございますので、今後、記載しておき

たいと思います。  

地域支え合い活動の手引きというのがありまして、これについては

その取り扱いについてを詳細に書いているんですけれども、それだけ

では欠落してると思います。ですので、今後、自治会の活動の拠り所

となっています「自治会ハンドブック」のところにも、全体のところ

にも個人情報の取り扱い、それから私どものページのところ、地域支

え合い活動推進事業のところにもですね、記載していきたいと思いま
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す。  

 

Ｑ  市民  

皆様のおかげで、森の倶楽部のところに手話カフェをオープンする

ことができました。皆様どうもありがとうございました。  

森の倶楽部において、利用者と我々が交流できる場ができたことを

とてもうれしく思っております。手話言語も広められるかなあという

ふうに思っております。  

そして、少し前ですが、市役所のロビーで開催されました障害者週

間の中で、障害者との交流できるブースを設けていただきました。  

市民の方は何人かいらしていただいて交流できて、とてもいい機会

であったと思います。いろいろな機会をいただいて、ありがとうござ

います。  

また、旧ジェトロ跡地、今後いろいろ計画があると思うのですけれ

ども、その中に、ぜひ、障害者団体を通して、市民が交流できる場所

の計画を入れていただきたいと思います。  

あとは、ながれやまスポーツフェスタというのが今年も開かれたと

思うのですけれども、手話通訳を配置していただきましてどうもあり

がとうございました。  

その時、デフリンピックのポスターとかパネルとか紹介をすること

ができまして、どうもありがとうございました。廊下の端の、人があ

まりいないところに、パネル展示だったのが、ちょっと残念だと思い

ました。ぜひ、来年のスポーツフェスタのときには、今後、東京でデ

フリンピックというものが開催されますので、例えばデフリンピック

の紹介動画とか、体験できるブースみたいなものをぜひ、お考えいた

だければと思います。  

次のスポーツフェスタにデフリンピックの存在を広めるためには、

ぜひ、その P R のブースを設けていただければと思います。  

これは、今後の手話言語条例のさらなる普及に繋がると思いますの

でよろしくお願いいたします。今年もいろいろありがとうございまし

た。来年も引き続きよろしくお願いいたします。  
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Ａ  まちづくり推進部長  

旧ジェトロ跡地についてお答えさせていただきます。こちらの施設

につきましては、属性にかかわらず、子供からお年寄りの方まで、ど

んな方でも気軽に立ちよれ、地域の皆さんが自然に交流できるインク

ルーシブな施設を目指しているところです。  

その進め方は、今のジェトロ跡地活用に係る基本構想、市民検討会

っていうのを設けておりまして、８月と１０月にですね皆様で検討し

ていただいています。  

そのメンバーにつきましては、市民の方とかで、あと障害者団体、

高齢者団体、子育て団体、あと公募で応募していただいた市民の方と

か、いろいろ議論を進めているところなので、詳細が決まってきまし

たら、皆さんに公表していこうと思ってます。  

 

Ａ  教育長  

デフリンピックのことですけども、担当の生涯学習部のスポーツ振

興課が不在ですので、私の方から今日いただいたお話を伝えたいと思

います。  

また、いろいろとご相談をすることもあると思いますので、その時

は、よろしくお願いいたします。  

 

Ｑ  市民  

以前、オリンピックとパラリンピックの時に友好都市としてオラン

ダチームをお招きしたと思います。小中学生との交流の場があったと

聞きました。今後、デフリンピックの選手が来たときに、ぜひ、流山

市でも招致していただきまして、企画を一緒に考えていただければあ

りがたいと思いますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。  

 

Ａ  司会  

ただいまの発言、ご意見として承りたいと思います。  

 

Ｑ  市民  

初石駅の東口の方が、令和７年の３月末にできると聞いているんで

すけれども、なんかそんな気配を感じないというか、進捗状況につい
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てお聞きしたいのと、あと、多分、来年度から始まると思うんですけ

れども、生きづらさ支援、重層支援について、進捗状況を併せて教え

ていただければと思います。  

 

Ａ  まちづくり推進部長  

初石駅の進捗状況ということで、令和７年３月末に供用するという

ことで進めたところなんですけども、今年１２月の１７日と２０日に

説明会を、地域の自治会の方と、あと商店会に対して説明会をさせて

いただきました。  

その中で、今の東武鉄道さんの方でいろいろと、工事を進めるとい

うことで、しばらくすると実際工事する業者に決まるということで工

程表を引いたところですね。令和７年の１２月までかかるということ

で、９ヶ月ほど延びてしまうのですけども、一応そこを目指して、供

用開始でということで、皆様にご説明をさせてもらったところです。  

 

Ａ  健康福祉部長  

重層的支援体制整備事業は、ご指摘の通り名称が非常に長いです。  

今後、生きづらさ包括支援事業というふうにわかりやすい名称にして

P R をしていこうかなと思っているところです。  

ご質問いただいた重層的支援体制整備事業は、これまでの、例えば、

高齢者の課題ですとか、子どもの課題、いろんな分野別の相談であっ

たものは、分野別の相談だと隙間に落ちてうまく支援に結びつかない

ことがあったと思います。  

それからいろんな課題、世帯の中で複合して課題を抱えている方々、

そして、いろんな困りごとがある方で、助けてと言えない方に、適切

な支援をしていって、解決に結びつけていく。すぐに解決ができなか

ったら、きちんと寄り添っていくという事業でして、非常に本市を上

げての大きな事業だというふうに思っているところです。  

今のは事業のご説明ですけれども、進捗状況としましては、今は、

組織立てですとか、それから相談窓口をどういった形でどこに設けて

いくか、令和６年度中にスタートできるように、準備をですね、会議

を積み重ねてやっているところです。  

そして、１つの課題に対して、今までは受けとめた担当からお答え
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をする、或いは担当からお答えできなかったことについて、場合によ

っても適切に次に繋がらなかったこともあったかもしれません。  

だから今後は、「全庁あげて庁内の連携を」というふうに進めてい

こうということで、今、主にその算段をつけているような状況です。  

令和６年度に、どういった形で皆さんにわかりやすく P R できるか

ということを今詰めているところです。  

 

Ｑ  市民  

先日、多様性を尊重する社会の推進に関する条例と広報でお見かけ

しまして、とってもいいことだなあと思いました。とてもすばらしい

条例だなって思ったんですけれども、自分に自閉症の子供がおりまし

て、障害を抱えるっていうのは、どこか他人事だったのですけど、や

っぱり、我が子のことになると、より身近に、そういう問題に感じる

ようになりまして、どんな人でも、得意なこと、不得意なことってい

うのは、あると思うので、そこをできる人が自然に寄り添う、カバー

するっていう、そういう世の中ってとっても理想とする社会だと思っ

ております。  

そうなってくると、やっぱり幼児期から、そういう環境が当たり前

であれば、障害を持った子も、そうでない子も、当たり前に抵抗なく

寄り添うことができていくんではないかなと感じております。  

今、自分の子供が、江戸川台にある附属幼稚園に通っております。

そこではですね、個性は違う友達が一緒にのびのびと過ごしていまし

て、とても勉強熱心な先生たちで、子どもに寄り添って指導していた

だいております。  

インクルーシブのモデルのような幼稚園が、他の幼稚園に発信して

いくと強く思っていますが、この附属幼稚園が廃園という話が出てき

て、とても残念な気持ちで、なぜそのようになってしまうのか、いろ

いろ説明を聞いたりしてもちょっと納得できないところが多く、せっ

かくある附属幼稚園をもっとプラスにとらえて、いろんなところに普

及していく、それが流山からスタートする、それがすごく理想的だな

と考えております。  

この条例が、具体的にどう進めていかれるのか、今後の幼稚園や小

学校なんかでも、具体的にこういう方向で、尊重する、そういう社会
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を結びつけるっていうことを考えてらっしゃるのか、教えていただけ

たらと思います。  

 

Ａ  教育長  

貴重なご意見ありがとうございます。幼児教育支援センター附属幼

稚園のあり方ということで今議論をさせていただいております。その

中で流山市全体の幼児教育をもう一度大きく見直しをしようという中

で、まず、幼児教育支援センターをどのようにこれから機能していっ

たらいいのかなっていうことが１つありました。  

それに伴いまして、附属幼稚園の現状を把握しながら進めてきたわ

けですけども、１２月２０日までパブリックコメントをさせていただ

いておりまして、保護者の方も含めまして、流山市全体から市民の方

からいろんなご意見が上がってきております。まだ、集計が終わって

いませんので、パブリックコメントの中身を慎重にきちんと確認しな

がら準備を進めていきたいと思っております。あともう１つは、保護

者の方にもですね、これからも丁寧に何回かに分けて説明会を持って

いきたいなと思っております。  

お話しいただいたインクルーシブ教育ということで、今、附属幼稚

園の園児が減っていることもあり、その分ですね困り感の強いお子さ

んに対しては、逆にきめ細かく指導ができているという利点もあるん

ですけれども、今の話でも私達として流山市全体の幼児教育をもう一

度見直そうと進めて参りました。  

あとは、私立幼稚園の方においてもですね、そういった困り感を持

ったお子さんのためのしつらえの準備をして、逆に言いますと今ちょ

っとご自宅から遠い附属幼稚園の方に預けている方もいらっしゃると

いう話も聞いておりますので、ご自宅に近い、私立幼稚園の方に預け

ることによって、保護者の不安感も減ってくるんではないかなという

ことで、私立幼稚園、それから保育園も含めリサーチをしているとこ

ろであります。  

それからインクルーシブ教育においては、幼稚園だけではなくて保

育園の早い段階から困り感の持つお子さんに対して、きめ細かな指導

をしながらそれを小学校にどのようにつなげていくかっていうところ

もこれからの幼児教育支援センターの大きな事業の１つになると思っ
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ておりますし、市内全小中学校には特別支援学級が設置されておりま

す。それから情緒学級が中学校１校を除き全小中学校にあるんですけ

れども、来年度以降は、中学校に情緒支援学級を増設する予定です。  

そういった意味で、小中学校においても、そういった教室というか、

場所を設けてそれなりの先生方を付けてですね、より一人一人のお子

さんに寄り添った教育をしていけるようにしていきたいと思っており

ます。  

 

Ａ  市長  

この１７、８年で共働き世帯っていうのは、７割以上の状況になっ

てきて、保育園の需要が増えてきた。附属幼稚園の定員が６０名のと

ころは、今年は年長さんが１２名、４歳児が１２名いらっしゃいます。  

来年は、４歳児が８名の予定ということで、毎年減ってきています。  

それから、流山市内の幼稚園の定員に対して 7 0％台の、お子さんしか

もう集まっていない状態です。附属幼稚園の機能を全市内の幼稚園や

保育園に広げていくということで進めています。障害児の保護者が入

園するときに、大変苦労していますので、この状況を改善する必要が

あるので、流山市全体で底上げをしていくというところに力をいれて

います。  

 それから、教育委員の中にこれまで障害児についての支援と実践さ

れてきた方が入ってきますので、適切な環境と支援をしてくことで、

かなり環境が変わってくると思っています。  

 

Ｑ  市民  

どこでもいいわけじゃないんですよ、やっぱり幼稚園の入れられる

ところにどうぞって言ってもらえる。ところがどこでもいいわけでは

なくて、こちらとしても安心して預けたいわけですね。実際断られた

というふうに言っている。それで附属属幼稚園につらい思いをしなが

ら、通い始めた。そこで救われたっていうお母さんたちの話がいっぱ

い聞いていて、私もその中の１人であります。  

そういう小学校も、そういう教室があるから、どこの幼稚園でも入

ればいい。そういうことではないですね。それから幼稚園、養育、同

じ施設であったとしても、結局分けられているわけです。なんとか、
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小さいときから一緒になって、肌で感じて、お互いにいいところ悪い

ところ、そういうのを認め合えるような、そういう基礎っていうのは

とても大事だと思うので、入れたからいいじゃなくて、そういうこと

じゃないかなと思っております。ありがとうございました。  

 

Ｑ  市民  

市議会の動画をユーチューブに上げていると思うんですけど、その

音質と画質が正直あまり聞き取りにくいし見にくいんですよ。  

安芸
あ き

高田市
た か た し

とか話題になっていると思うんですけどすごい見やすく

て聞きやすくて、それを改善してもらったらいいなって思うのが１つ。  

もう１つ、市長への手紙っていうのはいい制度があると思うんです

けど。ネットっていうか、メールとかでできたらもっといいと思って

いて、便箋手紙でしかやりとりできないのは何か今の時代だとちょっ

と。手紙じゃなくて、ネットでできたらいいなって思うのと、市長の

手紙の返答を、年度ごとじゃなくてカテゴライズした方が多分見やす

いと思って、ちょっとわかんないんですけど、そのカテゴライズして

もらえたらいいなと思います。  

 

Ａ  司会  

市議会の中継が見づらいということでこの件については私以前、議

会事務局にいましたのでお答えします。市議会の本会議はネット中継

で、委員会の審査は Y o u T u b e だと思うのですけれども、確かにちょ

っと時々フリーズしたり、音声が聞き取りづらいっていうことでござ

いますね。この件については、機材の更新とかいろいろと考えられま

すので、画質の向上と音が聞き取りやすくなるようにっていうことで、

議会事務局の方にいただいたご意見を私の方からお伝えして、改善に

努めるように働きかけをしたいと思います。どうもありがとうござい

ました。  

 

Ａ  市長  

市長への手紙は、手紙ですけども、もう一つですね市政メールとい

うのがあって、それはもうそれは市長の手紙の何倍も来ているんです

けども。私がお返事するわけではないんですけど、各担当課がお返事
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します。それと、市長への手紙の整理の仕方ですね、これについては、

検討します。ただ、時間とともに、もうそれができてしまっていると

か、どこまでこう計算しないといけないのかとか、その辺の整理をし

ないといけないと思うんですけども、確かに年時で物事を見るわけじ

ゃなくて、多分テーマでご覧になるので、それについては、検討させ

ていただきます。  

 

Ｑ  市民  

私は流山国際交流協会の外国語支援事業部で副部長をさせていただ

いております。先ほど多様性というお話が出ましたけれども、現在、

流山市に外国からいらした流山住民の方がたくさんいらっしゃるかと

思います。  

国際交流協会の方でも、日本語学習している学生児童生徒の方の人

数は把握しているのですが、実際、流山市に住民票があるにもかかわ

らず、学校に登校していないという児童生徒の方もいるのではないか

ということを危惧しております。  

そういったことに対して流山市の方では、そういった実態調査とい

うものを行っていらっしゃるのでしょうか。ということをお聞きした

いということと、あと、国際交流協会という存在が外国の方に周知さ

れていないことが事実でありまして、知っている方は、窓口に相談に

来ていただけるんですが、国際交流協会という、その相談窓口がある

ということを知らずに、もしかして孤独を抱えている困難を抱えてる

ご家庭があるのではないかということを、不安に感じております。  

ですので、国際交流協会というものがあるということを、転入手続

きの際でしたり、学校進学の際でとかで、もう少し国際交流協会とい

うものを周知していただけるとありがたいなと思っております。  

もちろん、国際交流協会の方でも声をかけていくことはしておりま

すけれども、やはり市と連携をとって、そういった外国籍、外国にル

ーツのある家庭、児童生徒さんを救っていきたいなというふうに思っ

ております。ですので、まずその実態調査というものが行われている

かどうか、外国籍の方で、住民票が流山市にあるにもかかわらず、学

校に登校できてない児童生徒がいるのかどうかっていうことを、教え

ていただけたらありがたいと思います。  
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もし調査が行われていないのであれば、ぜひ行っていただきたいな

というお願いがあります。  

 

Ａ  学校教育部長  

国際交流協会の皆様に本当にいつもお世話になっておりましてあり

がとうございます。今日も子供たちに気にかけていただき、本当にあ

りがとうございます。我々も調査しておりまして、国からも調査が来

ます。我々の中では、把握しております。あくまで調査ですので、も

し何かそのようなことがあれば、直ちにご連絡いただければ、我々の

方も最大限努力して対応すると同時に、また、国際交流協会の方々に

もお世話になることもあるかもしれません。引き続き外国の方の支援

をよろしくお願いしたいと思います。いつもありがとうございます。  

 

Ａ  総合政策部長  

国際理解サポートセンターということで、相談窓口を設けているわ

けですけれども、こちらにつきまして、国際交流協会の皆様には、日

頃からご協力いただきましてありがとうございます。周知につきまし

てはですね、転入したときの周知以外に、今後どういった形で周知を

すればいいのかということを、検討して参りたいと思います。今後と

もどうぞよろしくお願いいたします。  

 

Ｑ  市民  

附属幼稚園の問題なんですけれども、その時に井崎市長がお話くだ

さいました、お話、市内の保育所がすごく増えたとか、市内の幼児教

育の重要性っていうのは大変理解ができて、うなずけるお話だなあと

思って伺いました。  

ただ、それと附属幼稚園の廃園問題は、イコールではないと思うん

ですね。  

まず、教育委員会、教育長、学校教育部長の方にお聞きしたいと思

います。  

市の管轄下にある附属幼稚園の教育を実際にご覧になったことがあ

るのかどうかということですね。  

私はこういう問題が出たときに、幼稚園協議会５回、それから教育
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委員会議を傍聴いたしまして、教育委員会が廃園の方針とした手続き

に関してずっと見て参りました。  

これ、議員、市民として５回とプラス教育委員会議を全部傍聴した

のは私１人です。まず議事録は公開になっていますけれども、資料は

公開されていないのでそれを公開していただきたいなと思うんですけ

れども、とても重要なことは、幼児教育支援センター附属幼稚園がで

きた経緯ですね。その前に平成２３年に幼稚園協議会というものがあ

ったときの答申をご覧になっていただくとわかるんですけれども、  

市内３園あった公立幼稚園が徐々に廃園になって、あそこにそういう

名称で残るとなったときの位置付けですよね。ただの公立幼稚園では

なくなったわけです。  

とっても公立幼稚園がなくなったのが残念だったんですけども、こ

れは多分なくなったというよりも、すごく前向きな廃園だったと思う

んですね。どういう幼稚園かというと、そこで研究発表、研究実践を

した成果を市内に広める重要な役割を担っていたわけですよ。  

それから、１３年たって、最近の協議会で話し合われたお話は、今

の現状ですよね、お金が幾らかかって、経費が幾ら、 5 , 0 0 0 万円かか

っている。それを今の人数で割り算して１人当たりいくらかかってい

るとか。その子たちだけが優遇されるのか、的な印象を受けるような

内容。これをちょっと印象操作ではないかと、非常に感じたわけです

よ、この１３年間の間、その前の答申に沿って、どういうことができ

てどういうことができなかったのか、きっちり検証した上での話では

ないと、市民は納得できないのではないかなと思うんですけれども、

いかがでしょうか。  

 

Ａ  教育長  

平成２２年に幼稚園協議会が、確か平成１７年、平成２２年に３園

にあった幼稚園を順次廃園するということで、最後の今ある附属幼稚

園の江戸川台幼稚園があって、そこもですね、耐震補強に値しないっ

ていうようなことで順次廃園の中の１つというふうに確認をさせてい

ただきました。  

当時の小山小学校の中に幼児研究室がありまして、これから流山市

全体の幼児教育を考えたときに、幼児研究室も、もう少しきちっと活
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動事業をしっかりやっていかなきゃいけないだろうというところで、

いろいろ考えた末に幼児教育支援センターという名前をつけ附属幼稚

園ということで、公立幼稚園のうち、そこの場所に残しやっていくっ

ていうふうに、平成２３年から始まったという運びをしております。  

その時に場所は、元の江戸川台幼稚園の場所ではあるけれども、流

山市全体の幼児教育をどのようにこれから進めていく中で、幼児教育

支援センター附属幼稚園として公立幼稚園を１園残してやっていくか

っていうところで、あそこに附属幼稚園になったっていうふうに確認

をしています。  

それから行ったこともあるのかってことですけども、何回も足を運

んで、いろんな子供たちの活動、コロナの影響でしばらく行けません

でしたけども、入園式、卒園式等も行ったことがあります。  

今の立場の前に当時指導課でございましたので、その時に行きまし

たし、開園するときには、その開園式の方も足を運んでおります。  

 

Ａ  学校教育部長  

いつもありがとうございます。  

先ほど教育長の方でお答えしました。私は行ったことあるかってこと

なんですけども、去年、学校教育部に所属しまして、私は、これまで

に二度行ったことがあります。  

 

Ｑ  市民  

１つお願いしたいことがございます。お伝えする機会をいただきま

してありがとうございます。  

１つ目に、手話通訳派遣制度を検証するというものです。というの

は、去年の６月ですが、市長の選挙で公募は３人いらっしゃったと思

うんですけれども、公開討論会というのがあったと思います。そのと

きに、手話通訳がないと言っていました。それで青年会議所に相談し

て、手話通訳の認可をつけてくださいというふうにお願いしたいんで

すけれども、手話通訳派遣制度は、当事者だけしか今の制度では、申

し込みができないので、認められないということで、主催がそうだっ

たのでできない状態だと思います。市長選挙での公開討論会という内

容は、とても公共性の高い内容だと思うんですね。意見が聞こえない
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ものが存在して、参政権の権利があると思うんです。その青年会議所

との話し合いでニコニコ動画で対応してもらいました。  

手話通訳をつけていただいて、公認候補者の３人の話を聞くうえで手

話通訳派遣の必要性があると思った。公共性があるため、手話通訳派

遣制度にお認めいただきたいと思っております。  

２つ目は、高齢者の問題についてです。耳の聞こえない人が１人だ

けで施設に入っている状況があるんですけれども、それを支援してい

ただいてありがたいと思っているんですけれども、周りは健聴者だら

けでコミュニケーションの面でも孤立感を感じているという状況がう

まれていると聞いています。高齢者施設で働いている職員に対しての

手話、耳の聞こえない人に対する理解を深めていただけるように、市

でも支援いただければと思います。  

 

Ａ  健康福祉部長  

ご意見ありがとうございます。２つともとても大事なことだと思い

ます。手話は、非常に重要な言語です。その方々がいろんなところで

お困りの中で情報をちゃんと補償すること。それから、「合理的な配

慮」と最近いろんな形で報道されたり周知したりがありますが、それ

は、私たち健康福祉部の特に障害者支援課から、地域に、例えば施設

だったり、いろんなところに広げていくっていう役目を持っていると

思いますので、これから、細かな部分について、どういったところで

どういうふうになったらいいかっていうのをもっとお聞かせいただき

たいです。それから、今の高齢者のですね、施設とかデイサービス施

設職員に対する支援の普及というのも、非常に大事な事だと思ってい

ますので、具体的に少しずつ進めていけるように、また、いろんな機

会でですね、どういうやり方がいいかっていうことも含めて相談をさ

せていただければと思います。大事な手話という言語を、もっと広げ

ていきたいと私も強く思います、貴重なご意見ありがとうございまし

た。  

 

Ｑ  市民  

住民票の記載について、住所が項目にありまして、生年月日が記入

さているのがありました。住所のところに生年月日は、おかしいので
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ないかと指摘したら、前からそうなっていて決まっていることだから

と。他の市役所では、野田市、柏市、我孫子市、松戸市、鎌ヶ谷市、

浦安市に住所欄に生年月日が記載されている市がありますと聞きまし

た。県の市町村課にも聞きました。住所欄には住所、生年月日欄には

生年月日と記入することを市町村に指導はできません。と言われまし

た。どこの市ですか、と言われましたので、流山市ですと答えました。

他の市役所には、流山市とは伝えていません。それを流山市の市民課

に話してありますので、その後、どうゆう対応するのかと思いまして、

伺います。  

 

Ａ  市民生活部長  

詳細については、説明等はまだ受けていませんが、概要については

伺っております。ただ、様式や出力の方法で誤りがあるかどうか、出

力方法のシステムについて、電算会社に確認しています。作成してい

る用紙の様式についても一度、点検をさせていただきます。改めて出

力の仕方に誤りがあれば修正させていただきたいと思います。今、調

査しておりますので、しばらくお時間をいただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。  

 

Ａ  司会  

調査をしているということですので、ちょっとその調査結果につい

て改めて、連絡するということでお願いします。  

 

Ｑ  市民  

議事録にアスタリスク※でこうなっておりましたのでと書いてもら

えばいいと思います。  

 

※調査結果  

昭和６２年１０月５日の電算化以前の住民票では、出生等により流

山市の住民票に記載される場合には、住民票に記載される年月日及び

事由として、前住所の欄に『●年●月●日出生』等と記載されており

ました。現在の住民票は電算化により改製された際に、住民基本台帳

法１０条の２及び住民基本台帳法施行令第１３条の２第１項の規定に
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基づき改製前の表記をそのまま移記したものであり、前住所欄に出生

年月日が記載されていること、様式や、出力方法について、問題はあ

りません。  

ただし、本市において令和７年度中に移行予定の国の標準仕様書に

準拠したシステムでは、前住所の欄が転入前住所に変更となり、その

欄には出生年月日は印字されないようになります。  

 

Ａ  司会  

承知しました。タウンミーティングのお寄せいただいた内容につい

てですね、どのようになるのかということについてが、ホームページ

で、後日、公開しますので、そちらで皆様確認できますのでお願いし

たいと思います。  

 

Ｑ  市民  

それでは３点ほどお尋ねします。そのあと要望２点ありますけども、

先月２６日に三郷流山橋が開通しました。皆さんご利用された方いら

っしゃいますかね。いらっしゃらない。本当に使いづらい。私も行っ

て、まず E T C 使えないっていうか、私は現金なんです。開通間もない

のですけど、流山インター、流山８丁目の交差点の交通量減るかなと

思ったけど、全然減らないですよね。使い勝手が悪いです。有料道路

にして通らないと、余計赤字になります。私は、早く無料にして通し

ていただければなという気持ちでいます。  

２点目は、流山ツーリズムデザインで、１１月末に社長が辞任され

ました。臨時総会をやって、暫定的に社長になっているのですけど。

私は、公募で社長を選んだらよいのではないかと思っています。  

それから、３点目、今日は、土木部長、まちづくり推進部長、環境

部長いらっしゃいますけど、今、街路樹の落ち葉があちこちすごいで

すね、風も吹いていますし、それの処理がどこの担当部門がやるのか

なと。黄色いイチョウは、あれは一番始末が悪い、腐らないし、燃え

づらいし。学校の植栽は、葉が落ちないものになっています。そうい

ったものに進めていったいいのかなと思っています。  

４点目は、保護者の休みにあわせて平日に学校を休んでも、欠席扱

いしない制度の導入について、これはいい制度だなと思っています。
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今は、進んで休んで欲しいというか、これがいい制度だなと思ってい

ます。  

それと、５点目はぐりーんバスの停留所。水道局の前はあってもい

いなと、あそこは、マンションもあるし、利用者も多いと思っていま

す。それだけコストが下がるのではないかなと思います。  

 

Ａ  副市長  

三郷流山橋ですが、私は本番に行かれなかったのですが、プレイベ

ントで歩いて行って帰ってきたことがあるのですけど。あの時は、車

に乗ってなかったので、雰囲気はわからなかったですが、私は一定の

利便性が確保できているのかなというふうに思っています。ただ E T C

が特定のカードしか使えないっていうのが、そこは改善の余地がある

というふうに、私自身も考えておりますので、機会を見つけて、埼玉

県道路公社にお伝えしたいというふうに思っています。  

それからツーリズムデザインの社長の件につきましては、流山市は

５０％強の出資で最大株主でありますけど、株式会社ですから、そこ

の社長の後継は、会社で行っていただくと、市が出資していますけど、

すべて仕切っているわけではございませんので、ご意見があったこと

は法人に伝えたいというふうに思います。  

 

Ａ  まちづくり推進部長  

私の方から街路樹の件とぐりーんバスの件についてお答えさせてい

ただきます。  

まず、街路樹ですね。落葉樹ですと葉っぱが落ちますので、その辺

のお話かと思いますが、我々も把握しているところです。常緑樹をも

っと増やしてというお話ですが、常緑樹だと真冬でもずっとみどりで

すとかで、もちろん大事ではあるのですけど、個人的な考えにはなる

かもしれないですが、やっぱり季節感を感じるっていうのも大切だと

思いますので、やっぱり落葉樹は落葉樹でいいところもありますので、

どちらもいいところがありますので、ご意見として私の方でお受けさ

せていただきます。  

ぐりーんバスですけれども、水道局のバス停がなくなったというお

話ですけれど、こちらの地域公共交通全体の活性化協議会っていうの
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がございまして、そこの中でいろいろ議論した中で、水道局の近くの

バス停っていうのは、駅から一番近い部分になるので、やはり公共交

通の 1 つであります、タクシー事業者の方からですね、そこに停まる

と、我々も商売があがったりとかで、ご意見がありました。今回ルー

ル変更した中で、そちらのバス停をなくさしていただいて、協議会の

中で市民の方々もいらっしゃいますので、そこの中で、廃止というこ

とで決まったことになります。  

 

Ａ  学校教育部長  

いつもありがとうございます。この件については、我々の方も以前

から報道等で承知しているところでございます。昔は、そういうこと

で、なかなか休みが取れなかったという状況であったとのお話もある

んですけれども、今は、様々なご家庭の様々な状況が多様化している

ところでございます。貴重なご意見として、受け取らせていただきま

す。ありがとうございます。  

 

Ｑ  市民  

ぐりーんバスについて、今ある水道局の裏側の通りのバス通ってい

ますよね。水道局とかマンションもありますから、あそこに１つぐら

いバス停を作ってもそんなに運行時間も変わらないと思うんで。私は

収益性の方を考えていますので、設置の方、お願いいたします。  

 

Ａ  まちづくり推進部長  

 ご意見として頂戴いたします。  

 

Ｑ  市民  

午前中に東部公民館にも参加しましたが、この会場は、若い人が参

加されているな思います。やっぱり、街の違いなのかなと、聞いてい

る質問も国際的な内容もあって、すごいなというふうに感じましたし、

逆に皆さん申し上げたんすけど。すごく周りに住んでいる方が洗練さ

れているのかなと感じます。やっぱり、街を作られてきた方々も素晴

らしい、市長、副市長に頑張ってもらった結果かなと、本当に市の職

員も洗練されているなと思いました。  



 19 / 20 

 

私が言わなきゃいけないことは、三年前に母親が意識不明の植物人

間になりました。病気が治る人は、リハビリ療養に、治らない人は、

養老病院に２つに分かれます。母は、意識不明ですから、看護婦さん

に聞いたら 2 , 0 0 0 万円の施設を用意しますよと。私はだせませんよ。

家族がだすんでしょ。そういう状態の中で母が亡くなるのですけど。  

今日、幼稚園の廃止の話がありました、どういった経緯があってど

うなるのか私はわからないのですが、お母さん方の思いとしては、私

もよくわかります。ですから、教育長さんや市長さんなり、関係機関

の方がいろいろ配慮されていることと思いますが、いつかいい方法で

お話があることを心より祈っています。大変だと思いますけど、頑張

ってください。また、こういう機会を市長さんに作っていただいてあ

りがとうございます。なんで２３日にやるのかなと私思ったんです。

でも、時間をさいて、若い職員さんも皆さんも来ているということは、

素晴らしいんじゃないかなと思います。  

 

Ａ  司会  

 今のお話ですね。すべての職員で共有させていただきます。本当に

素晴らしいお話ありがとうございました。  

 

Ｑ  市民  

以前の北部公民館で、タウンミーティングやったときに、市長さん

から北部地区で総合病院を建設することが決定されましたというお話

があったと思います。ただ、場所とかいつごろとかっていう話につい

ては、いろんな人に聞いたんですけど、場所もよくわからないし、い

つごろっていう話を聞いても、まだ口ごもっているか、黙っているの

かっていう、何か疑心暗鬼みたいな。東深井とか、西深井とか、疑心

暗鬼になっているみたいなところがあって、わかる範囲で公表できる

ことがあれば教えてください。  

２点目ですけれども、運河駅の南東側ですかね、以前、横山家の土

地というか、相当広い土地があって、今、整備されていて、囲いはで

きているんですけども、工事が進んでないのは、民間のことなんで、

市の方に聞いてもしょうがないかもしれませんが、結構、草ぼうぼう

になっていて、逆に囲いまではできたんだけど、そのあと全く進んで
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ない状況なんで、その辺の情報があったら。  

あと、もう１つは、あそこに、おそらく８階建てのマンションがそ

ういう表示がされているんですけども、逆に駅から近いんで何かこう、

市としてうまく使う、例えばなんだけども、幼稚園なり、今、人減っ

ているからってちょっと私も言おうか迷ったんだけども、結構駅に近

いんで、共働きの方だと、朝連れてって、帰りに迎えに行くっていう

かそういう意味では、便利な場所なので、前からやっぱり井崎さんか

らの駅前をうまく使うっていうか、そういう活動をおおたかなりでも

されているんですけども、そういう駅の一等地を、何かうまく、活用

することを考えたらどうなんなんですか。  

 

 

Ａ  副市長  

まず病院についてはですね、いつごろっていうのは、限定はできま

せん。場所は、西深井と東深井の入り組んだ所で、いつごろというこ

とは断定できません。いずれできると期待していただければと思いま

す。それから、総合病院ではなくて、一般病院でございますので、こ

こで訂正させていただきたいと思います。  

それから、ご心配頂いているエリアの土地利用ですけど。具体的に

マンション計画ということで、これは民間の事業で、いずれできあが

るというふうに思います。ただし市の方であそこを利用するっていう

ことは、マンション用地として、売れる土地ですから、値段が相当お

そらくするのではないかというふうに思いますから、その辺はちょっ

とご要望としてお伺いしたいというふうに思います。以上でございま

す。  

 

以上  


